
　５月14日（土）に第27回消防フェアが久米島
町消防本部において開催されました。
　消防フェアは、「管内の幼児・児童生徒及び保
護者、住民を対象に幼児期から防火思想の高揚
を図るとともに消防に対する認識を深めること」
を目的として、放水体験、消防車乗車体験、イ
ス取りゲーム、３オン３バスケット大会など、
さまざまな種目を設けて子供から大人まで多く
の町民が参加し、盛会のうちに終了しました。

自動車やバイクの運転中に緊急自動車が近づいてきたら？
　消防自動車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送等を行うため、一刻も早く災害現場へ到
着する必要があります。そのため、道路交通法において、道路の右側部分に車体の全部又は一部をはみ出して
交通することや赤信号の交差点に進入等、多くの特例が認められています。しかし、緊急自動車がより安全に
交通するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
　自動車等を運転中に緊急車両が接近してきた場合は、進路を譲っていただきますようご協力をお願いします。

交差点又はその付近の場合
　交差点を避け、かつ、道路の左側（一方
通行となっている道路において、その左側
によることが緊急自動車の通行の妨げとな
る場合は、道路の右。）によって一時停止
しなければならない。

交差点又はその付近以外の場合
　道路の左側によって、緊急自動車に
進路を譲らなければならない。

久米島消防
☎985-3281消防だより消防だより消防だより消防だより

※火災の早期発見と『逃げ遅れ』を防ぐために
　住宅用火災警報器を設置しましょう。
※火事・救急・救助は119 番へお願いします。
○消防法及び市町村条例（平成23年６月施行）により、
　すべての住宅に火災警報器が義務づけられました。

第 27回消防フェア開催第 27回消防フェア開催

消防自動車や緊急自動車の緊急通行に対する
ご理解とご協力をお願いします
消防自動車や緊急自動車の緊急通行に対する
ご理解とご協力をお願いします

4月出動状況（　）は、平成28年累計

合　計　  34件（184件）

●救　急 …32 件（171 件）●風水害 … 0 件 （  0 件）
●火　災 … 0 件 （  1 件）●捜　索 … 3 件 （  3 件）
●救　助 … 1 件 （  3 件）●その他 … 1 件 （  6 件）

緊急自動車に進路を譲ってください。

①農地法第３条の規定による許可申請→３件　
　審議のうえ許可されました。

②農地法第４条の規定による許可申請→１件
　審議のうえ許可されました。

③農地法第５条の規定による許可申請→１件
　審議のうえ許可されました。

④利用権設定等申出書の提出について→３件
　農業委員の現地調査及び審議の上、許可されました。

⑤農用地利用配分計画の申出について→３件
　農業委員による審議の上、許可されました。

農業委員会総会（許認可業務の審議会）が開催されました。
　町農業委員会では、５月24日仲里庁舎において、平成28年度第２回農業委員会総会を開催し、農業者等からの申請
のありました案件に審議しました。

農業委員会だより農業委員会だより

平成28年度第4回（7月）農業委員会総の開催日  7月25日（月）
許可申請書及び届出書等の申請締め切り日  7月15日（金） 農業委員会　☎985-7134お問合せ
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599-1 887
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農地
売ります

次の農地の売却があり
ますので、お求めの方は
農業委員会まで
ご連絡下さい。
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